
 

 

 

ご相談、ご意見、ご質問は、下記にお寄せください。 

ＪＭＩＵ大田地域支部：TEL03-3734-3502：FAX03-3734-3534 

ホームページ http://www6.plala.or.jp/JMIUOOTA/ ／ メールアドレス： jmiuoota@orchid.plala.or.jp 

分会ホームページ http://www.jmiusega.com/    ／  メールアドレス： roudoukumiai@jmiusega.com 

 

 

２０１３年 

３月１３日（水） 

第１７２８号 
若 芽 

全日本金属情報機器労働組合 

（略称ＪＭＩＵ）大田地域支部 

セガ グループ分会 

 

相
変
わ
ら
ず
の
低
額
回

答
と
春
闘
引
き
伸
ば
し 

 

３
月
６
日
（
水
）
に
セ
ガ
、

Ｓ
Ｌ
Ｓ
両
社
と
春
闘
及
び

夏
季
一
時
金
に
つ
い
て
団

体
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。 

「
会
社
は
、
業
績
の
見
込
み

が
ま
だ
出
て
い
な
い
、
３
月

の
末
に
し
め
る
の
で
、
４
月

中
旬
に
は
見
え
て
く
る
。 

現
状
答
え
ら
れ
る
部
分
は 

昇
給
部
分 

 

本
給
１
０
５
２
円
（
セ
ガ
） 

 
 

９
７
６
円
（
Ｓ
Ｌ
Ｓ
） 

 

高
齢
者
再
雇
用
制
度
に

つ
い
て
は
、
法
令
に
準
拠
し

た
形
で
検
討
中
。 

リ
ロ
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て

は
今
期
も
業
績
が
上
が
っ

て
い
な
い
の
で
戻
せ
な
い
。 

新
人
事
制
度
に
つ
い
て

は
廃
止
を
考
え
て
い
な
い
」

と
相
変
わ
ら
ず
の
回
答
。 

業
績
が
出
な
い
と
回
答

出
来
な
い
と
引
き
伸
ば
し
、 

他
の
会
社
の
春
闘
回
答
の

様
子
を
見
て
か
ら
賃
上
げ

を
決
め
る
と
い
う
や
り
方

で
社
員
の
生
活
の
こ
と
な

ど
何
も
考
え
て
い
ま
せ
ん
。 

 

他
社
競
争
力
を
維
持
す

る
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、他

社
よ
り
少
な
く
賃
上
げ
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
を
競
争

さ
れ
て
は
困
り
ま
す
。 

一
方
セ
ブ
ン
＆
ア
イ
で

は
、
早
々
と
、
定
期
昇
給
や

ベ
ア
も
実
施
し
、
子
育
て
中

の
社
員
に
は
「
子
女
手
当
」

を
増
額
支
給
、
賃
上
げ
を

「
冷
え
込
ん
で
き
た
消
費

者
心
理
を
改
善
す
る
」
と
回

答
し
て
い
ま
す
。 

団
交
の
中
で
も
セ
ブ
ン

＆
ア
イ
の
話
が
出
ま
し
た

が
、
会
社
は
、
賃
上
げ
の
額

を
逆
算
し
、４
１
歳
で
３
４

万
円
で
は
セ
ガ
よ
り
賃
金

が
安
い
で
す
よ
と
発
言
し

て
い
ま
し
た
。
実
際
に
は
セ

ガ
の
賃
金
の
方
が
低
い
と

い
う
こ
と
を
把
握
し
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。 

新
人
事
制
度
は 

廃
止
す
べ
き
で
す
。 

 

会
社
は
団
体
交
渉
の
中

で
も
社
内
に
チ
ャ
レ
ン
ジ

精
神
が
な
く
な
っ
た
こ
と

が
問
題
だ
と
発
言
を
し
て

い
ま
す
。 

組
合
は
、
今
の
「
新
人
事

制
度
や
信
賞
必
罰
」が
あ
る

限
り
、チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
な

ど
持
て
る
わ
け
が
な
い
と

反
論
す
る
と
、
会
社
も
、
新

人
事
制
度
が
原
因
と
認
め

て
い
る
の
か
、会
社
か
ら
の

反
論
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。 新

人
事
制
度
を
導
入
し

て
か
ら
の
セ
ガ
の
業
績
を

見
て
い
れ
ば
、導
入
し
て
失

敗
し
た
か
成
功
し
た
か
は

一
目
瞭
然
で
す
。 

過
去
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

も
新
人
事
制
度
に
賛
成
の

人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
。 

業
績
を
上
げ
た
い
の
な

ら
ば
直
ち
に
廃
止
し
、元
の

制
度
に
戻
す
べ
き
で
す
。 

 

セ
ガ
サ
ミ
ー
Ｈ
Ｄ 

内
部
留
保
３
１
７
５
億
円

を
切
り
崩
せ
ば
満
額
回
答 

で
き
ま
す
。 

 

組
合
独
自
の
春
闘
ア
ン

ケ
ー
ト
で
は
、
大
半
の
方
が

賃
上
げ
５
万
円
、一
時
金
に

つ
い
て
は
、手
取
り
で
８
０

万
円
欲
し
い
と
い
う
回
答

が
出
て
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
の
物
価
の
上

昇
や
消
費
税
増
税
、
社
会
保

障
の
改
悪
を
考
え
れ
ば
、こ

れ
ぐ
ら
い
欲
し
い
と
い
う

額
は
決
し
て
高
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

２
０
１
２
年
３
月
期
決

算
で
の
セ
ガ
サ
ミ
ー
Ｈ
Ｄ

の
内
部
留
保
は
３
１
７
５

億
円
、
従
業
員
６
７
０
０
名

で
従
業
員
一
人
当
た
り
４

７
３
９
万
円
に
も
な
り
ま

す
。こ
の
う
ち
の
１
％
を
昇

給
に
回
す
だ
け
で
私
た
ち

の
要
求
に
は
満
額
回
答
出

来
ま
す
。 

ま
た
、セ
ガ
サ
ミ
ー
Ｈ
Ｄ 

に
は
、
社
員
と
同
じ
ぐ
ら
い

６
８
０
０
名
も
の
非
正
規

労
働
者
も
い
ま
す
。 

こ
れ
だ
け
の
内
部
留
保

が
あ
れ
ば
、時
給
を
上
げ
る

こ
と
や
、正
社
員
化
す
る
こ 

 

と
も
可
能
で
す
。 

里
見
会
長
、韓
国
釜
山
の

複
合
施
設
開
発
へ
の
投
資

も
い
い
で
す
が
、セ
ガ
サ
ミ

ー
Ｈ
Ｄ
で
働
く
す
べ
て
の

従
業
員
の
た
め
に
も
投
資

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 会
社
に
対
し 

ス
ト
ラ
イ
キ
通
告 

 

私
た
ち
労
働
組
合
は
会

社
の
回
答
に
対
し
、あ
ま
り

に
も
私
た
ち
の
要
求
に
対

し
て
か
け
離
れ
た
回
答
、納

得
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
会
社
に
対
し
ス
ト
ラ
イ

キ
通
告
を
行
い
闘
争
を
行

っ
て
い
き
ま
す
。 

私
た
ち
労
働
組
合
に
ぜ

ひ
加
入
し
春
闘
大
幅
賃
上

げ
、夏
季
一
時
金
要
求
を
勝

ち
と
り
ま
し
ょ
う
。 

次
回
団
体
交
渉
は 

３
月
２
１
日
（
木
） 

      

 

（
裏
面
に
続
く
） 

私
た
ち
の
生
活
費
は
、
会
社
の
業
績
で
決
め
ら
れ
て
は
困
り
ま
す
。 

私
た
ち
の
賃
金
を
大
幅
に
上
げ
な
い
限
り
デ
フ
レ
脱
却
も 

会
社
の
業
績
も
上
が
り
ま
せ
ん
！ 

   

 



〈私たちの生活にはどれだけの生計費が必要か〉 

下記の表は、年代ごとの生計費とそのためにはどれくらいの賃金が必要かを試算してみたものです。 

「生活保護基準」を土台に、私たちの賃金要求を考える場合にふさわしくないところについては 

修正するという方法で「最低生活費」を試算しました。 

塾などの教養、娯楽、預貯金、共済掛金や民間保険料は含まない文字通り最低限の生活費です。 

自分の近い年齢と比べてみてください。私たちの賃金がどれだけ低いかがわかります。 

 

〈20歳代モデル〉25歳で単身世帯 親から独立して生活できること。住宅は賃貸住宅（アパート） 

〈30歳代モデル〉35歳で 33歳の配偶者 4歳と 1歳の子供の 4人家族 共働き 住宅は賃貸住宅（アパート） 

〈40歳代モデル〉45歳で 43歳の配偶者 14歳（中３）と 11歳（小 6）の子供の 4人家族 共働き 

         住宅は持ち家（住宅ローン）   

〈50歳代モデル〉55歳で 53歳の配偶者 20歳（大学 3）と 17歳（高 3）の子供の 4人家族 共働き 

         住宅は持ち家（住宅ローン）  

〈60歳代モデル〉62歳で 60歳の配偶者との 2人暮らし 共働き 住宅は持ち家（住宅ローン） 

なお地域は、埼玉県さいたま市を想定しています。 

 

年代    20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 

本人年齢 25歳 35歳 45歳 55歳 62歳 

生
活
費
の
用
途
分
類 

 

家族構成 

 

単身世帯 

配偶者と 4歳 

1歳の子供の 

4人家族 

配偶者と中学

校・小学校の子

供の 4人家族 

配偶者と大学 

高校の子供の 

4人家族 

配偶者との 

２人家族 

① 食費・衣類費 ４０，２７０ １２１，４０１ １４４，８８５ １５０，７７５ ７２，２００ 

② 光熱費・家具什器等 ４３，４３０ ５５，１６０ ５５，１６０ ５５，１６０ ４８，０７０ 

③ 職業費 ３０，０００  ５０，０００ ５０，０００ ５０，０００ ３０，０００ 

④ 住宅費 ６５，７４１  ７６，４１０ １２０，０２３ １１５，８３５ １１４，１２２ 

⑤ 教育費・保育料   ５１，５００ ５５，３０９ ６６，３２５  

⑥ 医療費 ３，７２２  １０，４１２ １１，００４ １３，４４８ １０，９４４ 

最低生計費（①～⑥の合計） １８３，１６３ ３６４，８８９ ４３６，３８１ ４５１，５４３ ２７５，３３６ 

配偶者の収入      

本人収入（手取り） １８３，１６３ ２５５，４２２ ３０５，４６７ ３１６，０８０ ２３４，０３６ 

税金・社会保険料等 ４５，７９１  ６３，８５６ ７６，３６７ ７９，０２０ ５８，５０９ 

最低生計費に必要な賃金 ２２８，９５４ ３１９，２７８ ３８１，８３４ ３９５，１００ ２９２，５４５ 

 

⑴ ①食費・衣類費等 ②光熱費・家具什器等はさいたま市の生活保護基準・生活扶助の額。 

⑵ 職業費は、「職業に就くことにより増加する生活費用」生活保護基準・勤労控除や所得税・給料控除などから考慮。 

⑶ 住宅費は、賃貸住宅は、住宅土地統計調査・さいたま市の民営住宅の平均家賃及び共益管理費計から推計（２０代は

１２～１７．９畳、３０代は１８～２３．９畳）、持ち家（住宅ローン）は、総務庁家計調査から推定 

⑷ 教育費のうち小学校、中学校、高校の学費は、文部科学省「こどもの学習費調査」、大学生の学費は「学生生活調査」 

から推定。保育料は、さいたま市基準。 

⑸ 医療費は総務庁家計調査から推定。 

⑹ 共働きの配偶者賃金は、最低生計費の３０％とした。（総務庁家計調査の結果から）                                     

下記ホームページで 春闘アンケート引き続き行います！ 

ホームページアドレスhttp://www.jmiusega.com/   

セガおよびセガグループ会社で働く社員、契約、派遣社員、アルバイト、パート協力会社のみなさんご協力お

願いします。組合では生活実感や、要求をお聞きし改善につなげるため、このアンケートを実施しています。

ぜひ、アンケートにお答え下さい。 

 

 

 

 


